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第９６７回教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 招集日時  令和５年３月１６日（木）午後２時３０分 
 

２ 招集場所  第一会議室 
 

３ 出 席 者  伊東教育長，齋藤委員，千木良委員，小室委員，小川委員，佐浦委員 
 

４ 説明のため出席した者 

嘉藤副教育長，遠藤副教育長，渋谷参事兼総務課長，髙橋教育企画室長，佐々木福利課長， 

鏡味教職員課長，佐々木義務教育課長，遠藤高校教育課長，市岡特別支援教育課長， 

熊谷施設整備課長，大宮司保健体育安全課長，武田参事兼生涯学習課長， 

天野技術参事兼文化財課長 外 
 

５ 開 会  午後２時３０分 
 

６ 第９６５回及び第９６６回教育委員会会議録の承認について 

伊 東 教 育 長 （委員全員に諮って）承認する。 
 

７ 第９６７回宮城県教育委員会定例会会議録署名委員の指名，議事日程について 

伊 東 教 育 長 齋藤委員及び小室委員を指名する。 

本日の議事日程は，配布資料のとおり。 

 

８ 秘密会の決定 

 ６ 専決処分報告 

教育功績者表彰について 

 ７ 議事 

第１号議案 職員の人事について 

第２号議案 教育功績者表彰について 

第８号議案 職員の退職手当について 

第１２号議案 宮城県教科用図書選定審議会委員及び専門委員の人事について 

第１５号議案 宮城県美術館協議会美術品収集部会委員の人事について 

第１７号議案 宮城県文化財保護審議会部会委員の人事について 

第１８号議案 東北歴史博物館協議会資料収集専門部会委員の人事について 

第１９号議案 宮城県多賀城跡調査研究委員会委員の人事について 

伊 東 教 育 長 「６ 専決処分報告」及び「７ 議事」の第１号議案，第２号議案，第８号議案，第

１２号議案，第１５号議案及び第１７号議案から第１９号議案については，非開示情報

等が含まれているため，その審議等については秘密会としてよろしいか。 

（委員全員に諮って）この審議等については，秘密会とする。 

秘密会とする案件については「１０ 次回教育委員会開催日程」の決定後に審議等を

行うこととしてよろしいか。 

（委員全員異議なし） 

※ 会議録は別紙のとおり（秘密会のため非公開） 

 

９ 教育長報告 

職員の交通事故に係る和解について 

（説明者：遠藤副教育長） 
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職員の交通事故に係る和解について御説明申し上げる。資料は，１ページである。 

まず，事故の概要であるが，昨年１０月１２日に登米市内駐車場内で，登米総合産業高等学校職員が公

用車を後進させた際，駐車中の相手方車両と接触し，後部バンパー等に損傷を与えたものである。 

なお，人的損害はなかった。 

この事故は，職員の公務中に発生した事故であり，相手方に過失がないことから，県が相手方に損害の

賠償を行うことが妥当であると判断し，相手方損害額の全額である１０３，９９４円を支払うこととして，

和解が成立したところである。 

この和解については，地方自治法第１８０条第１項の規定により，昨年１２月２３日に知事による専決

処分が行われ，２月議会において当該専決処分の報告をしている。 

本事案を受け，各学校に対しては，会議の場などを通じ，公用車運転中の事故防止に取り組むよう改め

て指導した。引き続き，管理職研修など機会をとらえて注意喚起を行い，安全確保の徹底と事故の再発防

止に取り組んでいく。 

本件については，以上である。 

（ 質 疑 ） （質疑なし） 

 

１０ 議事 

第３号議案 宮城県教育委員会行政組織規則の一部改正について 

（説明者：嘉藤副教育長） 

第３号議案について，御説明申し上げる。資料は，４ページから２２ページである。 

５ページを御覧願いたい。はじめに，「１ 改正内容」の「（１）本庁各課室の分掌事務の変更に係る関

係規定の改正」について御説明申し上げる。 

来年度の教育庁の組織改編において，教育企画室から高校教育課へ県立高等学校再編に関する事務を移

管することや，高校財務・就学支援室を新設することに伴い，関係規定の改正を行おうとするものである。 

次に，「（２）職員の職に関する関係規定の改正」であるが，これまで総括課長補佐の職は，事務職員を

もって充てることとしていたが，今後，技術職員を充てることも想定されることから関係規定の改正を行

おうとするものである。また，令和５年４月から実施される職員の定年引上げにおいて，管理監督職勤務

上限年齢制，いわゆる「役職定年制」が導入されることに伴い，役職定年後に就く職を新たに設置する必

要があることから，関係規定の改正を行おうとするものである。 

次に，「（３）県立学校の新設及び校名の変更に係る関係規定の改正」であるが，令和５年４月から，「大

河原産業高等学校」が開校し，また，「志津川高等学校」が「南三陸高等学校」に校名を変更することに伴

い，関係規定の改正を行おうとするものである。 

最後に，「（４）文言の整理に係る改正」であるが，関係法令の改正に伴い，条ずれが発生することや，

別表第二の体裁を整えるため，関係規定の改正を行おうとするものである。 

改正の具体的な内容については，１３ページから２２ページまでの新旧対照表に記載のとおりである。 

なお，改正規則は，「２」に記載のとおり，令和５年４月１日から施行することとしているが，一部の文

言整理については，公布の日から施行することとしている。 

以上，よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。 

（ 質 疑 ） 

伊 東 教 育 長 

（質疑なし） 

（委員全員に諮って）事務局案のとおり可決する。 

 

第４号議案 教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部改正について 

（説明者：嘉藤副教育長） 

第４号議案について，御説明申し上げる。資料は，２３ページから２９ページである。 

２４ページを御覧願いたい。「１ 改正理由」であるが，本規則は，教育委員会の権限に属する事務のう

ち，教育長へ委任する事務及び教育長が専決することができる事務について定めているが，教育長が専決

することができる事務の一部について，適切に引用されていない箇所があったため，所用の改正を行おう
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とするものである。 

「２ 改正内容」であるが，教育長が専決することができる事務を規定する第２条第１項第１０号につ

いては，教育委員会の権限に属する事務を規定する第１条第１項第２０号の「訴訟に関すること」を，第

２条第１項第１１号については，第１条第１項第２１号の「審査請求に関すること」を，それぞれ引用す

るよう改正するものである。 

なお，改正規則は，「３」に記載のとおり，公布の日から施行することとしている。 

以上，よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。 

（ 質 疑 ） 

伊 東 教 育 長 

（質疑なし） 

（委員全員に諮って）事務局案のとおり可決する。 

 

第５号議案 宮城県教育委員会個人情報の保護に関する法律施行細則の制定について 

（説明者：嘉藤副教育長） 

第５号議案について，御説明申し上げる。資料は，３０ページから３３ページである。 

３１ページを御覧願いたい。「１ 制定理由」であるが，従来，地方公共団体における個人情報保護の取

扱いは，「個人情報の保護に関する法律」の適用外であり，各自治体が，法律の趣旨に則り，それぞれ条例

を定めて運用していた。近年，デジタル社会の進展や，個人情報の有用性の高まりを背景として，官民や

地域の枠を超えたデータの利活用が活発化しているが，自治体ごとに運用が異なる従来の取扱いでは支障

があったことから，このたび，法律が改正され，地方公共団体も法律の直接の適用対象となり，個人情報

保護の取扱いは，民間事業者や公的機関などの主体や地域を問わず，全国一律のルールのもとで行われる

こととなった。 

このことに伴い，本県では，「個人情報保護条例」が廃止され，新たに，「個人情報の保護に関する法律

施行条例」が制定されている。また，改正後の法律や新たに制定された条例の施行に必要な事項を定める

ため，「個人情報の保護に関する法律施行細則」が制定されている。 

こうしたことを受けて，教育委員会としても，法律，条例等の施行に必要な事項を定めるための規則を

制定しようとするものである。 

なお，法改正後の個人情報保護制度の在り方については，３２ページに記載のとおりである。 

３１ページにお戻り願いたい。「２ 制定内容」であるが，知事部局の「個人情報の保護に関する法律施

行細則」では，法律，条例等の施行に必要な手続，様式等が定めらており，教育委員会における個人情報

保護の取扱いについても，これらと異なるところはないため，知事が取り扱う個人情報保護の例によるこ

ととしている。 

「３ その他」であるが，本規則の制定に併せて，現行の「宮城県教育委員会個人情報保護条例施行規

則」を廃止することとする。 

最後に，当該規則は，「４」に記載のとおり，令和５年４月１日から施行することとしている。 

以上，よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。 

（ 質 疑 ） 

小 川 委 員 

 

総 務 課 長 

 

 

 

伊 東 教 育 長 

 

学校では様々な個人情報を取り扱っていると思うが，今回の改正ではどのような影響

があるのか伺いたい。 

今回の改正により，今後は，個人情報の保護に関する法律の適用を受けることになる

が，大きな変更点としては死者に関する情報が保護の対象外となることがあげられる。

ただ，学校に関係する部分での大きな変更はないため，従前のとおりで問題ないと思わ

れる。 

（委員全員に諮って）事務局案のとおり可決する。 

 

第６号議案 宮城県教育委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正について 

（説明者：嘉藤副教育長） 

第６号議案について，御説明申し上げる。資料は，３４ページから３８ページである。 
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３５ページを御覧願いたい。「１ 改正理由」であるが，本規則では，行政手続法等の規定に基づき不利

益処分の当事者等に対して行う聴聞及び弁明の機会の付与に関し，必要な事項を定めている。不利益処分

の当事者等は，聴聞に際し，不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を請求することができるが，

この請求に対し，教育委員会等が開示しないことについては，「非開示」という文言が使用されていた。 

これに対し，個人情報の保護に関する法律では，従来から，開示請求に対して開示しないことについて

「不開示」の文言が使用されている。 

第５号議案で御説明したとおり，個人情報の保護に関する法律が改正され，地方公共団体にも同法が直

接適用されることになったため，個人情報保護に係る情報開示をはじめ，県における情報開示全般につい

て，「不開示」の文言が使用されることとなった。 

このことから，本規則においても「不開示」の文言に統一するものである。 

「２ 改正内容」であるが，請求者に対して開示をしない旨の決定をした時は「文書等非開示決定通知

書」により通知することとしていたが，この様式を「文書等不開示決定通知書」という名称に改めようと

するものである。 

なお，改正規則については，「３」に記載のとおり，令和５年４月１日から施行することとしている。 

以上，よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。 

（ 質 疑 ） 

伊 東 教 育 長 

（質疑なし） 

（委員全員に諮って）事務局案のとおり可決する。 

 

第７号議案 第３期県立高校将来構想第２次実施計画について 

（説明者：遠藤副教育長） 

第７号議案について，御説明申し上げる。資料は，３９ページから４２ページ及び別冊である。 

資料４０ページを御覧願いたい。「１ 策定の趣旨」については，平成３１年２月に策定した「第３期県

立高校将来構想」に掲げる「未来を担う高い志を持つ人づくり」や「未来を拓く魅力ある学校づくり」の

実現に向けて，高校教育改革の具体的な取組を示すために，アクションプランとして策定するものである。 

「２ 計画期間」については，令和５年度から令和７年度までの３年間としている。 

「３ 計画の構成」については，第３期県立高校将来構想の二本の柱である「未来を担う高い志を持つ

人づくり」と「未来を拓く魅力ある学校づくり」をベースとして，第１次実施計画と同様に，前半は主に

教育内容に関する具体的な取組について，後半は主に学校の体制整備に関する取組について記載している。 

「４ 第２次実施計画の主なポイント」については，多様な学びのニーズに応えるため，「社会的ニーズ

に応じた高校，学科の在り方」や「学びの多様化への対応」について記載しているほか，「再編等の考え方」

や予定している「再編等」について記載している。 

詳細については，教育企画室長から御説明申し上げる。 

（説明者：教育企画室長） 

引き続き，第７号議案について，資料４０ページから４２ページ及び別冊により御説明申し上げる。 

資料４０ページを御覧願いたい。私からは，「４ 第２次実施計画の主なポイント」について御説明させ

ていただく。 

まず，「（１）社会的ニーズに応じた高校，学科の在り方」についてであるが，「学科等の在り方」につい

ては，各高校がスクール・ミッションに沿って特色化・魅力化を図る観点から，普通科改革を含めた普通

科の在り方について検討するとともに，地域産業を支える人材育成に繋がる専門学科の在り方や総合学科

の在り方について検討することとしている。「地域等との連携」については，地域等と連携した特色ある教

育活動が求められていることを踏まえ，地域パートナーシップ会議により地域等の教育資源や地域人材の

活用を図るとともに，地域住民や保護者等との連携による学校経営力の向上を図るため，松島高校，中新

田高校，志津川高校に導入しているコミュニティ・スクールについて，他の学校への導入を検討すること

としている。 

資料４１ページを御覧願いたい。「（２）学びの多様化への対応」については，時代や社会の変化，生徒

のニーズを踏まえて，「新たなタイプの学校」の設置について検討することとしている。「コンセプト」に



- 5 - 

ついては，個々に応じた多様な学び方を提供することにより，生徒自らが高校生活をデザインし，夢や希

望を実現することができる学校としている。「主に対象となる生徒」については，個々の状況に合わせてフ

レキシブルに学ぶことにより，自己実現や進路実現を目指す生徒としている。「学校の概要」については，

定時制課程と通信制課程の機能を併せ持った全日制課程と位置付けており，募集定員は４から５学級規模，

人数にして１６０人から２００人を想定している。また，設置場所については，自分の受ける授業に合わ

せて登下校できるよう交通の便を考慮し，仙台市内又は仙台近郊の既存校を想定している。 

「学校の特色」については，大きく４つに整理している。まず，「フレキシブルな学び方」については，

単位制の導入や幅広い授業時間帯の設定などにより，生徒一人一人のニーズに応じた柔軟な学びの実現を

図りたいと考えている。「魅力ある学び」については，探究的な学びや地域等と連携した学びなど，「多種

多様な教科・科目」については，多様な進路希望や学び直し等に対応した教科・科目の設置など，多様な

ニーズに応じた学びの実施を検討していく。「サポート体制の充実」については，チューター制の導入や多

様なスタッフの活用など，生徒が安心して学習できるサポート体制を構築したいと考えている。「開校時期」

については，最短で令和８年度を想定している。 

「（３）再編等の考え方」については，２学級規模の学校の在籍生徒数が収容定員の３分の２未満となっ

た場合の取扱いについて，これまでも学校や地域の実情を考慮してきており，その旨を明記した。また，

適正規模を下回る学校について，再編等の検討過程において，当面は存続することも想定されることから，

活力ある教育環境を確保するために，ＩＣＴを活用した遠隔教育システムの導入による学習環境の充実や

地域等との連携による学習活動の充実，学校間連携による課外活動の充実など，様々な取組や運営上の工

夫を講じていく。 

資料４２ページを御覧願いたい。「（４）再編等」についてであるが，「大崎地区（東部ブロック）職業教

育拠点校」については，松山高校，鹿島台商業高校，南郷高校を再編し，鹿島台商業高校の敷地内に，新

たに大崎地区（東部ブロック）職業教育拠点校を設置するものであり，令和９年４月の開校を予定してい

る。新設校においては，既存校に設置されている専門学科及び学びを基本とした上で，「食」をテーマとし

た様々な職業専門的学びを展開する予定としている。なお，この再編により，３校は令和１０年度末を以

って閉校となる。 

次に，「白石高校蔵王キャンパス」については，蔵王高校を白石高校の分校とし，名称を白石高校蔵王キ

ャンパスとするものであり，令和７年度の入学生から白石高校蔵王キャンパスでの募集となる。 

次に，「築館高校一迫商業キャンパス」については，一迫商業高校を築館高校の分校とし，名称を築館高

校一迫商業キャンパスとするものであり，こちらも令和７年度の入学生から築館高校一迫商業キャンパス

での募集となる。 

最後に，別冊の１９ページ以降に参考資料として，中学校卒業者数及び公立高校全日制課程必要学級数

の見込について，令和１０年度までの推移を地区ごとに記載している。 

以上，よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。 

（ 質 疑 ） 

齋 藤 委 員 

 

 

 

教 育 企 画 室 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体像や目指す向性等については理解できた。その中で，新たなタイプの学校という

説明があった。学びの多様化への対応ということだが，令和８年度の開校ということは，

今の中学生がこのことを十分に理解していることが必要だと思うが，どのような形で子

供たちに伝えようと考えているのか伺いたい。 

新たなタイプの学校については，現在，最短で令和８年度の開校を想定している。ま

た，昨年の１月と１２月に県立高等学校将来構想審議会を開催し，学校のコンセプトや

特色について説明をしている。方向性については，審議会の委員の方々から御理解をい

ただいたものと考えているが，具体的な内容についてはまだまだ詰めなければならない

ところがあると考えている。今後は，教育庁内において具体的な教育内容，教育課程等

の検討を進めていきたい。目途としては，令和５年度内にはある程度カリキュラムを固

めたいと思っているものの，全日制課程だけでフレキシブルな学びに特化した学校をつ

くるということが全国的に見てもあまり例がないことであるため，様々な課題が出てく
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齋 藤 委 員 

 

 

佐 浦 委 員 

 

 

 

 

 

 

教 育 企 画 室 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 川 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 企 画 室 長 

 

 

 

 

 

遠 藤 副 教 育 長 

 

 

伊 東 教 育 長 

 

小 川 委 員 

る可能性もある。まずは，しっかり教育内容や教育課程等を固めた上で，中学生や保護

者の方々にＰＲできるようにしてまいりたい。 

きっと求める生徒さんも多いと思う。ただ，具体的なところが見えないと，子供たち

が新たな一歩を踏み出すことが大変になると思うので，できるだけ早めに示していただ

きたい。 

先だって，知事からも発言のあった新たなタイプの学校については，これからの宮城

県を特色づける学校になると思うが，やはり目が止まる部分は，資料４１ページにも記

載があるが，設置する場所である。仙台市内または仙台近郊の既存校とあるが，どの程

度固まってきているのか伺いたいのが１点。もう１点，「学校の特色」にある多種多様

な教科・科目の中で，学び直し等にも対応するとある。今，「リスキリング」について

盛んに言われているが，そういったいわゆる「大人の学び直し」のようなことにも対応

する余地があるのか伺いたい。 

設置場所については，昨年１２月の審議会でも説明しているが，その既存校の特色や

活力をより高めることに繋がること，生徒が通いやすい場所であること，配置バランス

として適切であることなどの観点から，仙台市内または仙台近郊の既存校を想定してい

るところである。今後，その観点を踏まえて調整を進めていきたいと思っており，具体

的な場所についてはまだ決まっていない状況である。もう１点の質問である，学び直し

などの科目に関することに関してだが，基本的に不登校児童生徒等に特化して支援する

というものではない。ただ，様々な生徒がいる中で，もう一度基礎から学んで，じっく

り次のステップ次のステップと踏んでいって，将来を見据えられる形をとりたいと思っ

ている。社会人に関しては，新たなタイプの学校において社会人聴講生のような形も検

討しており，もし，社会人聴講生のための学び直しの科目が必要だというニーズがあれ

ば，そちらも併せて検討してまいりたいと考えている。 

今お話のあった社会人の方と生徒が学び合う環境について，素晴らしいアイデアだと

思った。異年齢の集団の中で学ぶという環境は，子供たちにとっては，年配の方ってこ

ういう考え方を持っているのか，というふうに気づくこともあるだろうし，自分が学ぶ

べき課題に気づいていくということもあると思う。やはりそういった，違う考え方や立

場の方と接する場を設定するということは，とても大事なことだと思う。また，子供た

ちと触れ合う場が最近少しずつ増えてきてわかったのだが，学校を超えた交流の機会で

あったり，或いは中学生と一緒に学んだりといった場面では，高校生の皆さんがすごく

生き生きとやりがいを持って取り組んでいた。同じ年齢の同じような価値観を持った人

たちがいつもいる環境というよりは，むしろそういった違う価値観を持った人たち，或

いは学校や学科の壁を越えた交流があるとすごくいいと思った。従って，そういったこ

とも再編やコンセプトの中に取り入れていってはどうかと感じた。 

社会人聴講生のことに関連して，多部制の定時制課程については田尻さくら高校で事

例がある。そういったものを参考に，今回の新たなタイプの学校にも取り入れていけれ

ばと思っている。それから，審議会の委員からも，地域との連携はこれからもっと大事

になってくるという御意見もいただいている。設置場所まだ決まっていないが，その地

域のお祭りなどに生徒がボランティアで行くといった地域との交流は大事にしていき

たい。 

補足させていただく。科目履修生の制度は，現段階の枠組みとして，まだ定時制課程

だけで運用している部分があり，これを全日制課程にもとなった場合は制度自体を見直

していくといったことも必要になってくる。 

全日制の中で定時制の学びと通信制の学びを併せ持つ形ということで，制度的なハー

ドルも出てくるかと思うが，そういったことも含めて検討してまいりたい。 

カリキュラムの整合性を合わせる必要があるということはよくわかった。たた，現状
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教 育 企 画 室 長 

 

伊 東 教 育 長 

でも探究の時間や総合学習の時間など，柔軟に運用できる時間もあると思う。そういっ

た時間を使って，先ほどお話のあった地域との交流以外にも，例えば高校生が地元の中

学生と一緒に学ぶ機会を作るとか，小学校へ出向いていって小学生と一緒に学ぶとか，

地域のイベントだけじゃなく，通常のカリキュラムの中で異年齢と交流することも可能

かと思うが，その点についてはいかがか。 

委員からの貴重な御意見をいただいているので，そういった御意見も踏まえて，今後

の教育内容やカリキュラムについて，前向きに検討してまいりたい。 

（委員全員に諮って）事務局案のとおり可決する。 

 

第９号議案 県費負担教職員の免職及び宮城県教育委員会の任命に係る職への採用の手続に関する規則の

一部改正について 

第１０号議案 指導力不足等教員の取扱いに関する規則の一部改正について 

第１１号議案 宮城県教育委員会に属する職員等の旅費及び費用弁償の支給規則の一部改正について 

 

伊 東 教 育 長 第９号議案から第１１号議案については，内容に関連があることから一括して説明を

受けることとし，その後，各号議案ごとに質疑，採決を行うこととしてよろしいか。 

（委員全員に諮って）それでは，そのように進行することとする。 

 

（説明者：嘉藤副教育長） 

第９号議案から第１１号議案について，一括して御説明申し上げる。資料は，４６ページから７３ペー

ジであるが，４６ページから４８ページまでの資料により御説明申し上げる。 

はじめに，４６ページを御覧願いたい。まず，改正理由であるが，地方公務員法の一部を改正する法律

が令和５年４月１日に施行され，地方公務員の定年を，現行の６０歳から，段階的に６５歳まで引き上げ

ることに伴い，所要の改正を行おうとするものである。 

定年引上げの概要については，４７ページから４８ページにまとめているが，４７ページの２に記載の

とおり，「定年前再任用短時間勤務制の導入」により，例えば，定年が６３歳となった者が６０歳で退職し

た場合に，本来の定年となる６３歳までは「定年前再任用短時間勤務職員」として勤務することが出来る

ようになる。また，４８ページの３に記載のとおり，制度移行期間中の経過措置として，定年となった時

点から，６５歳までの間，「暫定再任用職員」として勤務することが出来るようになるとともに，現行の制

度である，定年退職後６５歳までの間の再任用制度が廃止されることとなる。 

４６ページにお戻り願いたい。主な改正内容について，各号議案ごとに御説明申し上げる。 

第９号議案「県費負担教職員の免職及び宮城県教育委員会の任命に係る職への採用の手続きに関する規

則の一部改正について」では，規則に規定している，現行の再任用職員に関する規定を削除するとともに，

「暫定再任用職員」について，附則により規定するものである。 

第１０号議案「指導力不足等教員の取扱いに関する規則の一部改正について」では，規則に規定してい

る，現行の再任用職員に関する規定を削除し，「暫定再任用職員」について，同じく附則により規定すると

ともに，所要の文言整理を行うものである。 

第１１号議案「宮城県教育委員会に属する職員等の旅費及び費用弁償の支給規則の一部改正について」

では，規則に規定している，「再任用職員」の語句を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め，「暫定再任

用職員」について，附則により規定するとともに，所要の文言整理を行うものである。 

各議案の改正内容についての説明は以上であるが，詳細については，資料右端に記載している議案ごと

の該当ページを御覧願いたい。 

なお，これらの改正については，令和５年４月１日から施行することとしているが，所要の文言整理に

ついては，公布の日から施行することとしている。 

以上，よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。 
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第９号議案 県費負担教職員の免職及び宮城県教育委員会の任命に係る職への採用の手続に関する規則の

一部改正について 

（ 質 疑 ） 

伊 東 教 育 長 

（質疑なし） 

（委員全員に諮って）事務局案のとおり可決する。 

 

第１０号議案 指導力不足等教員の取扱いに関する規則の一部改正について 

（ 質 疑 ） 

伊 東 教 育 長 

（質疑なし） 

（委員全員に諮って）事務局案のとおり可決する。 

 

第１１号議案 宮城県教育委員会に属する職員等の旅費及び費用弁償の支給規則の一部改正について 

（ 質 疑 ） 

伊 東 教 育 長 

（質疑なし） 

（委員全員に諮って）事務局案のとおり可決する。 

 

第１３号議案 博物館法施行細則について 

（説明者：嘉藤副教育長） 

第１３号議案について，御説明申し上げる。資料は，８０ページから１０２ページである。 

８１ページを御覧願いたい。「１ 改正理由」であるが，現行の博物館法施行細則では，博物館法に基づ

く博物館の登録に係る事務について定めている。このたび，博物館法が改正され，博物館が資料の収集・

保管，展示，教育，研究といった従来の使命を持ちながら，文化観光拠点等のより多様な役割や機能を有

することが明確化された。具体的には，これまで，地方公共団体や特定の法人に限定されていた博物館の

設置者となることができる法人の範囲が拡大されたほか，法律の目的や，博物館が行う事業，博物館の登

録制度の内容等が見直され，全体として博物館の登録を促し，博物館の活性化を図ることとされている。 

こうした法改正に伴い，現行の博物館法施行細則について所要の改正を行おうとするものであるが，大

部分の改正が必要となったため，これを全部改正しようとするものである。 

「２ 改正内容」であるが，第１条に設置趣旨を設け，この規則が，博物館法の施行に関し，政令又は

省令に定められている事項について規定するものであることを明文化した。その上で，博物館法の改正内

容を踏まえ，登録申請書等所定の様式や，博物館の登録等の際に必要な手続について定めている。 

なお，改正規則は「３」に記載のとおり，博物館法の一部を改正する法律の施行日に合わせて，令和５

年４月１日から施行することとしている。また，可決後は，速やかに公布し，博物館設置者等関係者へ周

知することとしている。 

以上，よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。 

（ 質 疑 ） 

伊 東 教 育 長 

（質疑なし） 

（委員全員に諮って）事務局案のとおり可決する。 

 

第１４号議案 宮城県美術館管理規則の一部改正について 

（説明者：嘉藤副教育長） 

第１４号議案について，御説明申し上げる。資料は，１０３ページから１０７ページである。 

１０４ページを御覧願いたい。「１ 改正理由」であるが，第１３号議案でも御説明したとおり，博物館

法の改正に伴い，博物館が行う事業が追加されることから，所要の改正を行おうとするものである。 

「２ 改正内容」であるが，規則第２条で規定している美術館が行う事業について，第２号に「美術作

品及び美術に関する資料に係る電磁的記録を作成し，公開すること」を，第８号に「美術館の事業に従事

する人材の養成及び研修を行うこと」を追加するものである。 

なお，改正規則は，「３」に記載のとおり令和５年４月１日から施行することとしている。 

以上，よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。 

（ 質 疑 ） 

伊 東 教 育 長 

（質疑なし） 

（委員全員に諮って）事務局案のとおり可決する。 
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第１６号議案 東北歴史博物館管理規則の一部改正について 

（説明者：嘉藤副教育長） 

第１６号議案について，御説明申し上げる。資料は，１１１ページから１１５ページである。 

１１２ページを御覧願いたい。「１ 改正理由」であるが，第１４号議案と同様に，博物館法の一部を改

正する法律の施行に伴い，所要の改正を行おうとするものである。 

「２ 改正内容」であるが，規則第２条で規定している博物館が行う事業について，「博物館資料に係る

電磁的記録の作成・公開」及び「博物館の事業に従事する人材の養成及び研修」を追加するとともに，各

号の順序を，博物館法に合わせて整理するものである。 

なお，改正規則は，「３」に記載のとおり，令和５年４月１日から施行することとしている。 

以上，よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。 

（ 質 疑 ） 

伊 東 教 育 長 

（質疑なし） 

（委員全員に諮って）事務局案のとおり可決する。 

 

第２０号議案 宮城県指定文化財の指定について 

（説明者：嘉藤副教育長） 

第２０号議案について，御説明申し上げる。資料は，１２５ページから１２９ページである。 

はじめに，１２６ページを御覧願いたい。本件については，令和５年２月３日付けで，宮城県文化財保

護審議会から「宮城県指定有形文化財として指定することが適当」と答申を受けた「旧歩兵第四連隊兵舎」

を，文化財保護条例第３条第１項の規定により，宮城県指定文化財として指定しようとするものである。 

１２８ページを御覧願いたい。旧歩兵第四連隊兵舎は，明治初期から現在の仙台市宮城野区の榴岡公園

内において歩兵第四連隊の兵舎として使用された建物の一つで，昭和５３年に仙台市指定有形文化財に指

定されている。昭和５４年に仙台市政８８年を記念して行われた公園拡張に併せて現在地に曳家をして復

元され，現在は仙台市歴史民俗資料館として活用されている。 

建築年代は，この地に兵営が設置された明治７年，若しくは兵舎増設時の明治９年と推察される。規模

及び構造は，桁行５２．３メートル，梁間１１．０メートルの木造総二階建で，屋根は寄棟造桟瓦葺，桁

行面には４か所の出入口ポーチが取り付いている。また，漆喰塗の外壁と建物四隅のコーナーストーンに

よる装飾，上下窓，円柱ポーチなどの洋風要素と，桟瓦や鬼瓦による瓦葺屋根，階段の繰型などの伝統建

築の要素を併せ持っており，総じて明治前期の擬洋風建築の特徴がよく表れていると評価できる。 

本建物は，県内に現存する最古かつ最大規模の擬洋風建築であり，全国的にみても兵舎の現存例は少な

く大変貴重である。また，仙台市による詳細な調査を踏まえて復元整備され，その後の改修も必要最小限

の工事にとどまっていることから，文化財的価値を損なわず，積極的に活用が図られている好事例となっ

ている。 

以上のことから，旧歩兵第四連隊兵舎は本県にとって貴重な文化財であり，宮城県指定有形文化財（建

造物）に指定することが適当であると判断した。 

以上，よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。 

（ 質 疑 ） 

伊 東 教 育 長 

（質疑なし） 

（委員全員に諮って）事務局案のとおり可決する。 

 

１１ 課長報告等 

（１）第２期宮城県教育振興基本計画第２次アクションプラン【令和５年度版】（案）について 

（説明者：教育企画室長） 

第２期宮城県教育振興基本計画第２次アクションプラン【令和５年度版】（案）について御説明申し上げ

る。資料は，１ページ，Ａ３判の別紙１及び２，並びに別冊である。 

はじめに，資料１ページを御覧願いたい。「１ 策定の趣旨」であるが，現在の第２次アクションプラン

は，令和３年度から令和５年度までの３年間の具体的な事業の内容や期間，成果の数値目標等を示すため，
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令和３年３月に策定した。この第２次アクションプランは，ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行うため，

毎年度改定することとしており，今年度実施された政策評価・施策評価や第２期計画の点検及び評価を踏

まえ，新たな事業などを反映した【令和５年度版】を策定するものである。本日は，現時点における案に

ついて御説明申し上げる。 

次に，「２ 第２次アクションプランの内容」であるが，まず，令和２年度に計画期間が終了した第１次

アクションプランにおける主な取組の概要，成果・課題や目標指標の推移等を示した「第１次アクション

プランの検証」を掲載している。また，第２期計画における取組の方向性に基づき，３年間の「主な取組

内容」と年度ごとの「目標値」を掲載している。具体の事業については，基本方向ごとに「令和５年度の

主な事業」を掲載するほか，令和５年度に特に注力する事業については，それぞれの事業の概要を示す「事

業イメージ図」を掲載している。 

次に，「３ 第２次アクションプラン掲載事業」であるが，「（１）掲載事業数」は３０７事業であり，こ

のうち令和５年度の新規事業は１４事業である。新規事業については，別紙１に取りまとめているので，

後ほど御覧願いたい。 

次に，「（２）令和５年度当初予算額」は約５８６億４千万円であり，令和４年度当初予算額と比較して，

約９億２千万円の増額となっている。増額の主な要因としては，（仮称）秋保かがやき支援学校の新築工事

や美術館リニューアル改修工事が本格化することなどによるものである。 

次に，主な記載内容について，別冊に基づき御説明申し上げる。別冊４ページを御覧願いたい。第２期

計画の全体体系図を掲載しており，上から「目指す姿」，５つの計画の目標，そして１０の「基本方向」を

示している。アクションプランにおいては，この１０の基本方向ごとに取組をまとめている。 

次に，８ページを御覧願いたい。「Ⅲ 第１次アクションプランの検証」になるが，第１次アクションプ

ランの「点検及び評価」の結果を記載しているほか，「点検及び評価」や社会情勢の変化等を踏まえた第２

次アクションプランの総括的な方向性について記載している。 

９ページ以降では，１０の基本方向毎に，第１次アクションプランにおける主な取組の概要や，成果・

課題，目標指標の推移の状況について記載しているので，詳しくは後ほど御覧願いたい。 

次に，２５ページを御覧願いたい。「Ⅳ 基本方向ごとの取組」について，「基本方向２」を例に御説明

申し上げる。 

はじめに「１ 方向性」では，第２期計画から抜粋した１０年間の取組の方向性を記載している。次に，

「２ 第２次アクションプランにおける取組」のうち，「（１）主な取組内容」では，３年間の主な取組内

容を記載しており，新たな取組も反映した内容となっている。例として，基本方向２では，２６ページの

「① 健康な体づくりと体力・運動能力の向上」の５つ目の項目になるが，令和５年度に新たに実施する

「体力・運動能力向上センター」の取組内容について記載している。 

次に，２７ページを御覧願いたい。「（２）目標指標」では，第２次アクションプランにおける目標指標

の一覧表を掲載しており，今回の改定に当たり，直近の実績値を記載している。なお，目標指標全体につ

いては，別紙２に取りまとめているので，詳しくは後ほど御覧願いたい。 

次に，２８ページの「３ 令和５年度の主な事業」では，取組を構成する主な事業を掲載しており，事

業概要や事業期間，令和５年度当初予算額，担当課室などを記載している。また，事業概要の欄には，「令

和５年度の主な取組」として，具体的に取り組む内容を示している。 

御覧いただいている「基本方向２」以外の基本方向についても，ただ今御説明した「基本方向２」と同

様の構成となっているので，詳しくは後ほど御覧願いたい。 

次に，８８ページを御覧願いたい。１０の基本方向の中から「令和５年度 特に注力する事業」として

２５事業について，９０ページ以降に，それぞれの事業の概要を示す「事業イメージ図」を掲載している。

このうち，主な新規事業の内容について簡単にではあるが御説明申し上げる。 

９５ページの上段を御覧願いたい。６の「地域進学重点校改革推進事業」については，地域の進学拠点

校において地域課題や魅力に着目した探究活動の取組を強化し，学力向上と進路達成を目指すものである。 

次に，９５ページの下段を御覧願いたい。７の「教育ＤＸ推進プロジェクト事業」については，県立高

校においてＩＣＴを活用し専門性の高い授業等を配信することにより，学校の枠を超えた協働的な学びの
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実現を図るものである。 

次に，９８ページの下段を御覧願いたい。１３の「特別な支援を要する児童生徒に対するＩＣＴ活用教

育推進事業」については，ＩＣＴを活用した教科指導の充実や切れ目ない学びの提供により，児童生徒の

実態に応じた個別最適な学びの提供に取り組むものである。 

次に，９９ページの上段を御覧願いたい。１４の「医療的ケア児通学支援モデル事業」については，特

別支援学校において通学に係る医療的ケア児やその家族の負担を軽減するため，看護職員の介護タクシー

同乗により通学を支援する取組をモデル的に実施するものである。 

次に，１０４ページの上段を御覧願いたい。２４の「部活動地域移行推進事業」については，将来にわ

たり子どもたちのスポーツ・文化芸術活動の機会を確保するため，公立中学校の休日の部活動について，

地域連携や地域クラブ活動への段階的な移行に向けた環境整備を行うものである。 

最後に，１０４ページの下段を御覧願いたい。２５の「学びを通じたみやぎの共生社会推進事業」につ

いては，障害の有無に関わらず，誰もが地域の一員として学ぶことができる学習プログラムの開発や学び

の場の整備に向けた体制づくりに取り組むものである。 

これらの事業を含め，令和５年度においても，引き続きアクションプランに基づく施策等に着実に取り

組み，本県教育の振興を図っていきたいと考えている。 

なお，本アクションプランについては，今月中に取りまとめの上，市町村教育委員会等に送付するとと

もに，教育企画室ホームページで公表を行う予定である。 

本件については，以上である。 

（ 質 疑 ） 

千 木 良 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 涯 学 習 課 長 

 

先日，学校保健委員会の方に出席したところ，別冊の１０４ページにも記載がある，

共生社会の実現に向けてという内容の御説明をいただいたことがあった。その中で，や

はり共生社会は学校だけで成り立つものではないため，医療の分野においてはどのよう

なことを学校に期待しているかという質問を受けた。その時出た意見としては，障害の

ある方の状況などを知ってもらう機会をたくさん設けてほしいというようなものが多

かった。また，年齢が低い時期から一緒に過ごすことで障害のある方への理解を深めて

いく必要があるのではないかという意見もあった。私としては，資料には障害がある方

の学びということが書いてあるが，障害の有無というより，ジェンダーのことや今話題

になっているＬＧＢＴのことなども含めて，お互いを知ろうとする姿勢や，すぐに理解

はできないけれども学ぼうとする姿勢を持つことが重要だと思う。そのためには，まず

人として相手のことを尊重するという教育がベースになくてはならないし，それがあっ

てはじめて障害がある方への理解につながっていくものと考える。 

この事業は来年度から開始するものだが，文部科学省の委託事業であり，まずは３年

間という形で進めていきたいと考えている。様々な団体をはじめとする関係者の方々に

お集まりいただく会議体を設け，まずは顔の見える関係を作っていくところから始めて

いき，資料にもあるとおり人材育成や学習プログラムの開発，普及啓発を図っていきた

いと考えている。その中で，ただ今委員からいただいたような御意見も踏まえながら事

業を進めてまいりたい。 

 

（２）「教職員の働き方改革に関する取組方針」の改定について 

（説明者：教職員課長） 

「教職員の働き方改革に関する取組方針」の改定について御説明申し上げる。資料は，２ページ及び別

添資料並びに別冊である。 

はじめに，資料２ページを御覧願いたい。「１ 改定の趣旨」であるが，本県では平成３１年３月に「教

職員の働き方改革に関する取組方針」を策定し，計画期間を平成３３年度までの３年間として取り組んで

きたが，新型コロナウイルス感染症の影響により，昨年度，計画期間を１年間延長し，令和４年度まで取

り組むこととしていた。この度，計画期間が満了となることから，取組方針を改定したものである。 
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「２ 計画の期間」であるが，令和５年度から令和９年度までの５年間としている。 

「３ 検討の経過」であるが，教育庁内に設置されている学校運営支援本部の下に設置された働き方改

革取組方針改定ＷＧが中心となり，関係各課室の意見を集約するとともに，教育関係１５団体に意見照会

を行い，学校運営支援本部で決定したものである。 

「４ 方針の概要」については，別添資料「「教職員の働き方改革に関する取組方針」の概要」を御覧願

いたい。（１）「教職員の働き方改革の目的」といたして，①教職員のワーク・ライフ・バランスの実現と

持続可能な働き方を実現すること，②教職員ひとりが役割を担い，持ち味を発揮しながらチーム学校とし

て協働体制の構築を進めること，③教職員の意識変容を進め，教職員の Well-beingを追求し，児童生徒の

「学び」を一層豊かなものとすることを掲げている。 

（２）「教職員の働き方改革の目標」には，「長時間勤務の縮減」と「ワーク・エンゲイジメントの向上」

の２点を掲げている。「長時間勤務の縮減」では，１か月で４５時間，１年間で３６０時間を超えないこと

や，月８０時間を超える教職員の割合を前年度より減少させ，令和９年度までにゼロとすることとしてい

る。「ワーク・エンゲイジメントの向上」では，教職員が健康で，仕事に誇りをもち，仕事に情熱を注ぎ，

仕事から活力を得て生き生きとすることで，教職員個人が充実するだけでなく，学校や教育委員会の組織

も活性化していくことを目指すこととしている。 

（３）「取組の柱」であるが，「業務改善・削減による在校等時間の縮減」と「教職員の意識変容とワー

ク・エンゲイジメントの向上」の２つを取組の柱として推進していくこととしている。 

裏面を御覧願いたい。（４）「具体的取組の例」といたして，２つの取組の柱にそれぞれ関係する具体の

取組内容を掲載している。 

資料２ページにお戻り願いたい。「５ 方針の実施について」であるが，本方針を全教職員に周知し，意

識改革を図るとともに，保護者や地域の方々の理解も得ながら，着実に取組を進めていく。また，本方針

により県立学校における働き方改革を推進するとともに，市町村教育委員会に対して取組を促していくこ

ととしている。 

なお，別冊として改定後の取組方針を添付しているので，後ほど御覧願いたい。 

本件については，以上である。 

（ 質 疑 ） 

千 木 良 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働き方改革はいろいろなところに繋がっている問題であり，私もどのようにお話しし

て良いか悩むところはあるが，個人的な意見としてお話しさせていただく。例えば歯科

医師会は，学校と学校保健委員会や学校歯科医会などをとおして繋がりがあるが，一緒

に行う事業として，様々な表彰関係の大会，図画ポスターコンクールなどがある。私が

教育委員会に関わっている中で，こういったものの中には，学校の先生の負担になるの

ではないかと思い始めたものもある。少子化が進んだことで，以前と同じにやろうとす

ること自体，非常に負担がかかることなのではないかと感じている。これは私の個人的

な感覚ではあるが，もしそうであれば，必ずどこかのタイミングでもう少しやり方を変

えて，学校の負担を減らすべきだと思う。いわゆる保健の啓発活動というものは一度や

めてしまうと，もう一度始めるのは非常に難しいし，歯科医師会としても非常に少ない

人数の中で，ほぼボランティアで行っているため，そちらの人材を確保することも大変

になってくる。そういったことも踏まえ，現場同士ではなく，管理する側同士での話し

合いがもう少し必要になってくると思う。学校は，働き方改革でこういうことをやるの

は難しいとなったとしても，それが歯科医師会なり他の団体の方で納得できるかといえ

ば，なかなか難しいのではないかと思う。両方の団体に関わる者としてはそう思うので，

もう少し，教育委員会などの組織の方で考えて，教育委員会としてはこのような方針で

学校の先生の負担を減らすように変わっていくので，御協力いただいている団体もお互

いに負担をかけないよう，働き方改革が実現するように一緒にやっていきましょうとい

うような方向性をぜひ出してほしいと思う。そうしないと，働き方改革が進まなかった

り，双方共倒れになってしまったりということになりかねないし，今まで行ってきた児
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伊 東 教 育 長 

 

教 職 員 課 長 

 

 

 

 

小 川 委 員 

 

 

 

小 室 委 員 

 

 

童生徒や保護者の方に対する保健教育のレベルが低下していくのではないかという懸

念もある。いかにレベルを保ちつつ，双方共倒れにならずにやっていけるかというよう

な方向性を考えていただきたいと思う。 

委員御指摘のように，学校の働き方改革を進めていくにあたっては，学校の中だけで

はなく，関係機関や地域の方，保護者の方も含めて，全体として共通の目的や方向性を

共有した上で進めていくことも大変重要だと思っている。どういった形で理解を広めて

いくかという点については，様々な工夫をしてまいりたい。 

とても重要な問題であり，なかなか前に進まない大きな課題であるようには思うが，

やはり進めていかなければならないことだと思っている。１人で作業するのと，複数人

が共同で作業するのとどちらが効率的かと考えることがあるが，１人で悩んでしまった

り，１人で全て調べて資料を作ったりすると，学校の様々な計画を立てる際などは，も

のすごく時間がかかると思う。「あなたが担当だからやってください」と言われて１人

で抱え込んでしまうと，夜遅くまでやってしまって負担になる。そういった場合に，資

料では「チーム学校」とあるが，共同で知恵を出し合って作業することによって，どん

どん作業が進んでいくこともあると思う。この「チーム学校」という言葉は響きがすご

く良いが，この定義というかイメージについて伺いたい。様々な人の知恵が中に入って

いくことで解決の方法や幅が広がるし，作業も効率化していくと思う。現場の先生がど

んなイメージを持っているのかわからないが，私は効率化の観点から，「チーム学校」

というものを取り入れていく方向性も重要だと思っているが，いかがか。 

「チーム学校」としての協働体制を構築することについては，お話しいただいたよう

に教職員一人ひとりがチームとなって，いろいろと共有しながらともに取り組む面もあ

る。また，学校に関わる職員の中には，例えばスクールカウンセラーやスクールサポー

トスタッフといった，教員以外にも様々な職員もいる。そういった方々の専門性や強み

も生かしながら，学校全体が組織として，チームとして協働体制を実現していくことが

重要だと思っている。 

ということは，「チーム学校」という概念は，身近な作業チームというよりは，学校

全体で取り組むという認識の方が近いか。 

「チーム学校」という概念としては，学校組織がチームとなるものと考えている。一

方で，協働体制という点については，様々な取組を進める中で，教員同士が事案ごとに，

例えば教材の研究や共有であったり，資料を作る時の協働体制であったり，それぞれ構

築していくこともあると思うが，「チーム学校」の協働体制という部分においては，組

織としてチームとなっていくということで申し上げている。 

今年度からモデル的に，角田高校で教員が協力しながら作業をするということも始め

ているが，その件について紹介いただきたい。 

今年度，県立高校において，学校における「チーム学校」としての協働体制或いは教

職員同士の同僚性を構築し，さらに高めていくという取組を行っている。その中には，

業務改善的な取組もあれば，教材の研究等で教員同士の協働体制を構築し，さらにその

質を高めていくというような取組もある。その点については，来年度においてもさらに

事業化して進めてまいりたい。 

そういった事例や実証データがあるのは良い。こういうチームを組んで協働作業をす

ればこれだけ作業時間が短くなるとか，様々な解決方法が見つかるとか，そういった好

事例が出てくるとイメージもわきやすいし働き方改革をより推進していくことにもな

ると思うので，ぜひ事例や実証データを出していっていただきたい。 

今の話のように「チーム学校」で学校をまわしていくことも大事だと思う。ただ，働

き方改革の資料等を見ていつも思うのだが，これほど世の中で言われているにもかかわ

らず，学校では今でも夜遅くまで電気が点いている。また，例えば，学年だよりを出す
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時に何人も決裁をもらわないと出せないとか，この先生はこの日に早く帰りましょうと

決まれば，その日に早く帰るために他の日は遅くまで仕事をしなければならないとか，

学校の中でのルールが多いというような話を先生から伺うこともある。もちろん学校に

よって異なるとは思うが，いろいろな取組の前にもっと基本的なことというか，先生の

能力を信じて仕事をお願いするということも必要だと思う。私は教員ではないので，学

校の中のことを詳しくはわからないが，外から見ていて，この先生１人で仕事を進めて

いけばもっと早く済むのではないかなと思うことは多々ある。しかし，先ほど申し上げ

たような話を耳にすると，余計な時間を使っているようにも感じる。やはり，校長先生

が決めた学校内のルールというのは，絶対なのか。 

学校における業務のあり方については，業務の内容によって異なってくるとは思う。

一方で，その進め方については，学校の中において工夫できる点は多々あると思う。そ

ういった部分を見直したり改善したりしていくには，やはり学校長のリーダーシップや

マネジメント能力が重要と考えている。今年度，例えば新任校長を対象に，マネジメン

ト能力を向上させるような研修等を行っており，また，その中には働き方改革の視点も

取り入れている。そういったことも通じて，少しでも変えられるところ，或いは見直せ

るところは見直しが進んでいくような働きかけをしてまいりたい。 

学校の中のことというのは，外にはなかなか聞こえてもこないし見えてもこない。た

だ，先生がその中でいっぱいいっぱいになってしまって，長期間お休みになってしまっ

たり，辞めてしまったりする方をよく目にするので，是非そうなる前に何か手を打って

ほしいと思う。中学校の先生は帰るのが早いが，小学校にはいつも遅くまで電気が点い

ていて，先生たちは本当にやることが多いのだろうなと感じている。体調を崩されたと

聞くのは小学校の先生が多いので，そういったことに繋がらないような働き方改革をし

ていただきたい。 

おっしゃるとおり，教職員が，健康でやりがいを持って働けるような環境を作ってい

くことは重要だと思うので，長時間勤務の原因をしっかり分析しながら，各学校でも働

き方改革に向けた取組を進められるよう，県教育委員会として，特に小学校に関しては

市町村教育委員会としっかり連携しながら働きかけてまいりたい。 

先ほどから，学校の組織としてのあり方，協力体制という話が話題になっているが，

それはとても重要なことであり，私も同感だが，少し違う角度からの質問をさせていた

だく。はじめに「チーム学校」という言葉が答申文に出てきた時は，学校そのもののま

とまりを指すのではなく，学校を取り巻く地域など様々なものを含めた，大きな意味で

の「チーム学校」というようなニュアンスだったかと思う。しかし，別添資料の「教職

員の働き方改革の目的」にある書き方や，先ほどの具体的な内容に関する説明などを聞

くと，ここでの捉え方としては，学校組織そのものの中でのチーム力に偏っているよう

にも思えてしまい，元々の「チーム学校」という言葉の定義からは少しずれているよう

に感じる。一般的にチーム○○というと，普通はそのような認識でいいと私も思うが，

ただ，「チーム学校」という言葉が答申文の中に出てきたときの意味合いは，学校だけ

ではなくもう少し周りを大きくという捉え方をしていたように記憶していたので，ここ

は狭くならないほうが良いのではないかと少し気になった。 

委員御指摘のとおりで，別冊資料６ページ目の（３）にあるような外部人材の活用を

含めたものが，そもそもの答申文にあった「チームとしての学校」という表現だったか

と思う。その定義としてはここにあるように，いわゆるスクールカウンセラー，スクー

ルソーシャルワーカー，部活動指導員との協働であったり，教員業務支援員との協働で

あったり，学校を取り巻く様々な外部人材等を含めたチームを作った上で協働体制を構

築していくということが，定義づけの大きな柱だと思う。資料には十分書かれている部

分だとは思うが，話し方というか，表現の仕方によって，先生だけのチームというよう
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に聞こえてしまう可能性もある。ただ，定義づけとしては，この６ページの表現が反映

されているという認識である。 

その部分については納得した。同じく別冊資料３ページの「働き方改革の目的」の（２）

の部分は，本来の「チーム学校」という言葉をきちんと理解した上で読めば問題ないか

もしれないが，教職員一人ひとりが役割を担うチーム学校という表現だと，狭い範囲の

学校という印象を与えてしまう可能性があると思う。先ほどの角田高校での取組に関す

る話を聞いてもそのように感じたため質問したが，整合性が取れていれば結構である。 

後ほど精査させていただきたい。 

「チーム学校」という話が出たが，もともと学校歯科医や学校医は，学校の職員とし

て，教育者としての一面を持って児童生徒の健康に寄与するものということがきちんと

決められている。また，歯科医師会では，学校歯科医になった方にはきちんと研修を行

い，歯科医だけではなくて教育者としての対応をきちんとしていきましょうということ

は申し上げているが，地域の事情や歯科教育を受けた年齢によって異なってしまう部分

もある。しかし，職員であり教育者であるということを考えると，学校が働き方改革に

向かって変わっていくのであれば，学校だけという狭い範囲ではなくて，歯科医師もチ

ームの一員として子供たちの健康に寄与することを一緒に考えてほしいということを，

もっとアピールする必要があると思っている。そうしないと，先生が一生懸命やって歯

科医師会もボランティアでやっているという状態がいつまでも変わらずに続いてしま

うのではないかと危惧している。働き方改革のためには，少しずつだが学校という組織

も変わっていっているということをアピールして，それを現場レベルではなくて，もう

少し上のレベルで決めてきちんと下まで共有するということが大切だと思う。 

「チーム学校」の話はよくわかった。外部資源をもっと活用して，学校の様々な問題

を解決して効率化を図っていくということだと思う。このような効率化の問題は，要は

組織運営の問題だと思う。民間企業であればコンサルタント会社を入れて，この作業に

こんなに時間をかけるのは無駄とか，この作業は不要とか，どんどん厳しく見直して，

労働時間を短縮して効率上げて生産性を上げるということをやっていると思う。学校現

場は教育なので，そこまでやる必要はないと思うが，第三者が客観的に見て，この作業

に多くの時間をかけるのはどうなのかといった部分も多々あると思う。学校についてそ

ういったことを指摘する役割の人はいるのか。それとも，外部のコンサルタント会社に

協力してもらっているのか。 

県立高校における働き方改革については，教職員課に働き方改革推進チームを設置し

ており，そのチームが各学校の実態をある程度見える化して学校に提供している。そう

することで自分の学校の置かれた状況を客観視することが可能になり，こういうところ

は変えていけるとか，こういうところが少し弱いとか，学校が自律的に改善を進めてい

けるような支援はしている。また，来年度は教育委員会が学校に寄り添って改善を進め

ていけるような事業を，民間事業者の力も借りながら進めてまいりたいと考えている。 

 

（３）「子供の学びを支援する５つの提言」について 

（説明者：義務教育課長） 

子供の学びを支援する５つの提言について御説明申し上げる。資料は，３ページから４ページである。 

はじめに，４ページを御覧願いたい。平成２０年以降，全国学力・学習状況調査における本県の学力の

結果については，概ね改善傾向であったものの，東日本大震災後の平成２５年の学力調査では，一転して

ほとんどの教科で全国値を下回る結果となった。この結果を受けて，県教育委員会では，学力向上を図る

ための緊急会議を開催し，当時の子供たちに対して，心のケアを行いつつ，分かる授業を行うことが重要

であることを確認した。「学力向上に向けた５つの提言」は，この緊急会議で，子供たちが安心して学校生

活を送り，学習意欲や自信を持つために，各学校の全ての教員に取り組んでほしい事項としてまとめられ，
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これまで，まさに宮城の教育の拠り所として，各小・中学校で実践化が図られてきた。 

３ページを御覧願いたい。５つの提言は，旧学習指導要領において，一斉授業がどうあるべきかを考え

たものであり，教育の不易の部分が多くある一方で，令和３年１月に公表された「『令和の日本型教育』の

構築を目指して」に示された，子供が自らの学習状況を把握し，主体的に学習を調整することができるよ

うに促す観点が十分ではないという見方もできる。社会の在り方が劇的に変わる中で，かつての勉強の時

代から学習の時代へと移り，ｓｏｃｉｅｔｙ５．０に求められる学びの時代においては，社会の中での自

分の役割や責任についての自覚を軸とした学びや，人間としての強みを生かした学び等が重視されている。 

県教育委員会としては，子供たちが，未来の創り手となるために必要な資質・能力を身に付けるために

は，生涯にわたって能動的に学び続ける自立した学習者となることが必要であると考えている。 

これらを踏まえ，従来の５つの提言の不易の部分に，「個別最適な学び」，「協働的な学び」，「ＩＣＴの活

用」などの視点を加え，「子供の学びを支援する５つの提言～自立した学習者の育成を目指して～」として，

新たにまとめた。 

なお，令和５年度を移行期間とし，令和６年度から全面移行とすることとしている。 

本件については，以上である。 

（ 質 疑 ） 
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提言の１つ目が最も大事だと思う。やはり，子供に積極的に声かけをして，子供の声

に耳を傾けるというか，子供の話を聞いてあげるということが教育の原点だと思う。そ

こができていれば，自分の課題も見つかっていくだろうし，これをやりたいということ

に対して先生が背中を押してあげることにもなる。結局のところ，解決法は自分で見つ

けていくことになるので，まずは話を聞いてあげるということが一番大事だし，これを

提言の最初にもってくることもとても大事なことだと思った。 

私も子供の声を聞くことが一番だと思うので，すごく良いと思った。一方で，提言の

５については，感覚的に難しいなと感じた。周りの親御さんを見ていると，フルタイム

で働いて１９時頃に帰宅し，夕飯を作って食べさせて，ほかにもいろいろ，と考えると，

子供の時間に合わせて勉強しようねと声をかけられる家庭というのは結構少ないので

はないかと思う。例えばＩＣＴを活用して，今から勉強を３０分頑張ろうというように

促してもらえれば，さぞかし親御さんは助かるのではないかなとも思う。私自身もでき

ていなかったという経験から申し上げた。 

提言の５番，家庭学習の質的向上については，御家庭の御協力をいただければありが

たいが，御指摘のとおり，なかなか難しい御家庭もあるかと思う。現在は１人１台端末

が整備されたので，まずはどのように子供たちに学習の習慣をつけていくかといったと

ころを，各学校の先生に工夫していただきたいと思う。そして，子供たちが声をかけら

れて学ぶところから，みずから学ぶところに変わっていけるよう，県教委としても，市

町村教育委員会と連携して各学校を支援していきながら進めてまいりたい。 

 

（４）第４期宮城県図書館振興基本計画について 

（説明者：生涯学習課長） 

第４期宮城県図書館振興基本計画について御説明申し上げる。資料は，５ページから６ページ，並びに

別添資料及び別冊である。 

はじめに，資料５ページを御覧願いたい。「１ 計画策定の趣旨」及び「２ 計画の位置づけ」であるが，

本計画は，県図書館及び市町村図書館等のさらなる振興を図り，県民の読書活動の一層の促進と本県の生

涯学習の推進に資するため策定したものであり，「新・宮城の将来ビジョン」等の計画に基づき，県図書館

の基本方針や目標，それに向けて講ずべき施策の方向性等を示している。「３ 計画期間」は，令和５年度

から令和９年度までの５年間となる。また，「４ 計画推進のための対応」であるが，進行管理は県図書館

の自己評価及び宮城県図書館協議会による外部評価を行い，運営の改善を図ることとしている。 

次に，別添資料を御覧願いたい。本計画の全体像を示す概要版であるが，このうち中央部分から右側に
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かけて，基本方針と４つの目標，それに基づく１０の施策の方向性を記載している。基本方針は「県内全

域の図書館ネットワークのより一層の連携・強化とデジタル技術を活用したサービスにより，図書館サー

ビスの向上を図ります。また，県民誰もが生涯にわたり学ことができる環境づくりを支援するとともに，

県民との連携等による学びの活性化を推進します。」としている。この基本方針の実現に向けた目標として，

「県図書館を中核とした市町村図書館等とのネットワーク体制の充実と県全域の図書館サービスの充実・

向上」，「社会の変化に対応した多様な図書館サービスの提供」，「図書館機能を十分発揮するための資料，

施設の充実と職員の能力向上」，「郷土資料や東日本大震災関連資料の収集及び保存・整理，利活用の推進」

の４点を掲げている。さらに，「市町村図書館等や学校教育への支援の充実」など，１０の施策の方向性を

示し，具体の事業に取り組んでいくこととしている。 

なお，具体的な取組内容については，別冊資料の１７ページ以降に「主な取組」，「目標指標」，「構成事

業」として記載しているので，後ほど御覧願いたい。 

資料５ページにお戻り願いたい。「５ 主な施策の方向性」を御覧願いたい。ただ今御説明した１０の施

策の方向性のうち，主なものを記載している。 

まず，「１ 市町村図書館等や学校教育への支援の充実」，「２ 読書活動の推進」であるが，宮城県図書

館協議会による外部評価において，現計画における市町村図書館等への支援等や子供の読書活動の推進に

ついては，「やや遅れている」と評価されたところである。いずれも新型コロナウイルス感染症の感染拡大

の影響を受け，市町村に対する当初の協力貸出冊数や研修会等への参加が，目標に届かなかったことによ

るものであるが，県図書館として，市町村図書館との連携，協力支援，学校図書館との連携推進を含めた

子供の読書環境の充実は非常に重要な役割であることから，さらなる取組の充実を図っていこうとするも

のである。 

次に，３と４の２項目については，昨今の社会の変化に対応して取組の充実を図ろうとするものである。

「３ 誰もが利用しやすい図書館サービスの推進と生涯学習への支援」については，令和元年に，いわゆ

る「読書バリアフリー法」が施行され，図書館においても，障害の有無に関わらず誰もが読書による文字・

活字文化の恩恵を享受できるよう対応が求められている。そのため，大活字本やＬＬブックの収集，コミ

ュニケーションボードの導入など，一般的な書籍の利用が困難な方や高齢者等へのサービスを充実させる

とともに，その周知に努めることとしている。 

「４ デジタル化に対応したサービスの充実」については，技術の進展やコロナ禍により，社会的にＤ

Ｘなどデジタル化の動きが進んでいることを踏まえ，ＩＣＴを活用した各種講座等の動画配信や，所蔵資

料のデジタル化とデジタルアーカイブ「叡智の杜Ｗｅｂ」での公開を進めるなど，来館が困難な方にも使

いやすい非接触型図書館サービスの拡充に取り組むこととしている。 

資料６ページを御覧願いたい。「６ 策定の経緯」であるが，本計画の策定に当たっては，県図書館に設

置した計画策定委員会において計画案を検討・作成し，宮城県図書館協議会において協議いただきながら

進めてきた。この間，中間案について，令和４年１２月下旬から本年１月下旬までパブリックコメントを

実施し，その後，最終案の協議を踏まえ，先日策定したところである。 

今後は，本計画に基づく取組を着実に推進し，全県的な図書館サービスのさらなる向上に努めてまいり

たいと考えている。 

本件については，以上である。 

（ 質 疑 ） （質疑なし） 

 

１２ 資料（配布のみ） 

（１）教育庁関連情報一覧 

（２）令和５年３月高等学校卒業予定者就職内定状況（２月末現在） 

（３）宮城県大河原産業高等学校の開校について 

（４）東北歴史博物館特別展「悠久の絆 奈良・東北のみほとけ展」 

 

１３ 次回教育委員会の開催日程について 
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伊 東 教 育 長  次回の定例会は，令和５年４月２０日（木）午後１時３０分から開会する。 

 

１４ 閉 会  午後５時３５分 

 

 

  令和５年４月２０日 

 

 

            署名委員 

 

 

            署名委員 


